
 工事請負契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の改

正点について 

 

（現行）平成 26年 1月 1日から平成 26年 3月 31日の開札分まで 

   直接工事費の額に  10分の 9.5を乗じて得た額 

  共通仮設費の額に  10分の 9   を乗じて得た額 

現場管理費の額に  10分の 7   を乗じて得た額 

一般管理費等の額に 10分の 3   を乗じて得た額 

 

 

（改正）平成 26年 4月 1日以降開札分から 

  直接工事費の額に  10分の 9.5を乗じて得た額 

  共通仮設費の額に  10分の 9   を乗じて得た額 

現場管理費の額に  10分の 8   を乗じて得た額 

一般管理費等の額に 10分の 5.5 を乗じて得た額 

 

（※）Ａの係数は、1,000分の 992から 1,000分の 1,006の範囲内で 1,000分の 1刻みで機

械が無作為に選んだ係数。 

 

 

   詳細は、「工事請負契約に係る最低制限価格設定基準」、「工事請負契約に係る低入札価格調

査制度運用要領」をご覧ください 

合計額×Ａ（※） 

合計額×Ａ（※） 


